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別記１４

事業認定申請書等作成要領

（通則）

第１条 事業認定申請図書等の作成業務については、土地収用法（昭和２６年法律第

２１９号。以下「法」という。）及びその他の法令に定めるもののほか、この要領による

ものとする。

（業務の施行）

第２条 削除

（事業認定申請書（案）の作成）

第３条 受注者は、土地収用法施行規則（昭和２６年建築省令第３３号。以下「施行規則」

という。）で定める様式に従い、次の事項を記載した事業認定申請書（案）を作成するもの

とする。

一 起業者の名称

二 事業の種類

三 収用又は使用の別を明らかにした起業地

四 事業の認定を申請する理由

２ 前項第４号に掲げる事業の認定を申請する理由は、次の事項とし、その要旨を簡明に

記載するものとする。

一 事業が法第３条各号の一に該当するものに関する事業であること。

二 事業計画の概要及び目的

三 事業の認定の申請に至った用地交渉の概略及び土地所有者等の概数

四 収用又は使用しようとする対象物

（事業計画書の作成）

第４条 受注者は、次の事項を記載した事業計画書を作成するものとする。

一 事業計画の概要

二 事業の開始及び完成の時期

三 事業に要する経費及びその財資

四 事業の施行を必要とする公益上の理由

五 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びに

これらを必要とする理由

六 起業地等を当該事業に用いる事が相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用

に寄与することになる理由

２ 前項第１号に掲げる事業計画の概要については、全体計画及び起業地計画について、

事業の目的及び内容並びに工事計画等について具体的に記述するものとする。
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３ 第１項第４号に掲げる事業の施行を必要とする公益上の理由については、当該事業を

施行しない場合の社会的又は経済的な不利益及び当該工事を施工した場合の社会的又は

経済的な利益を具体的に記述するものとする。

４ 第１項第６号に掲げる起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の

適 正かつ合理的な利用に寄与することになる理由については、他の地点との比較設計等

の 引用などにより、起業地等の選定が適正である旨及びその理由等を具体的に記述する

もの とする。

（起業地及び事業計画等を表示する図面の作成）

第５条 受注者は、起業地及び事業計画等を表示する図面として、次の図面を作成するも

の とする。

一 起業地の位置を表示する図面

二 起業地を表示する図面

三 事業計画を表示する図面

四 横断図

五 縦断図

六 その他必要な図面

（手続の保留の申立書の作成）

第６条 受注者は、調査職員の指示により施行規則で定める様式に従い、次の事項を記載

した手続の保留の申立書を作成するものとする。

一 起業者の名称

二 事業の種類

三 収用又は使用の手続を保留する起業地

２ 前項第３号に掲げる起業地の表示については、前条第２号に掲げる起業地を表示する

図面を併用し作成するものとする。

（関連事業を施行する必要が生じたことを証する書面）

第７条 受注者は、事業が関連事業であるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要

を生じたことを証する書面として、次の書面を作成するものとする。

一 関連事業計画書

二 管理者との協議書案

三 関連事業を表示する図面

２ 前項第１号に掲げる関連事業計画書は、本体事業計画書中に、関連事業の事業計画を

記載するものとする。

３ 第１項第３号に掲げる関連事業を表示する図面は、第５条第２号及び第３号に掲げる

起業地を表示する図面等を併用して作成するものとする。

（法４条地等の調査）

第８条 受注者は、関係者公署及び事業所等において起業地内に存する次の各号の施設等
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を調査し、かつ、調査結果に基づき現地において確認するものとする。

一 法第４条に規定する土地等の所在地及び現に供している事業（施設）の種類並びに

供している土地の面積、管理者等

二 土地利用についての法令の規定による制限の土地等の区域及び法令条項

三 事業の施行に関して行政機関の許可又は認可等を必要とする土地等の区域及び法令

条項

（法４条地等の調査の作成）

第９条 受注者は、前条の調査結果に基づき、起業地内に前条各号に掲げる土地等が存す

る場合には、前条各号ごとに土地に関する調書を作成するものとする。

（法４条等を表示する図面の作成）

第１０条 受注者は、第８条の調査結果に基づき、起業地内に同条第１号に掲げる土地等

が存する場合には、それぞれの土地等について色分け着色し、かつ、番号を付して明確

に表示するものとし、 同条第２号及び第３号に掲げる土地等が存する場合には、それぞ

れの土地の範囲について符号を付して明確に表示するものとする。

２ 法第４条に定める土地等を表示する図面は、第５条第２号に掲げる起業地を表示する

図面を併用するものとする。

３ 法第４条に定める土地等の判断については、事業認定申請の時点とする。

（管理者等の意見照会文書案の作成）

第１１条 受注者は、起業地内に第８条各号に掲げる土地等が存する場合には、それぞれ

の土地等について各管理者ごと又は当該権限を有する行政機関ごとに法第１８条第２項

第４号又は第５号又は第６号に規定する意見書を求めるため意見照会文書案を作成ずる

ものとする。この場合において、起業地に編入される土地の範囲等を明らかにした図面

を添付するものとする。

（関連事業に関する協議書案の作成）

第１２条 受注者は、本体事業の施行に関連して必要となる事業が存する場合は、当該施

設に関し権限を有する行政機関ごとに法第１８条第２項第３号に定める意見書を求める

ための協議書案（添付図書を含む。）を作成するものとする。

（土地面積及び主な物件の概数積算）

第１３条 受注者は、実測平面図及び第５条第２号の図面等に基づき、起業地内のすべて

の土地等の面積及び主な物件の概数を積算するものとする。

（成果品）

第１４条 事業認定申請書は、第３条から第１３条までにより作成した図書等をとりまと

めて、取りはずすことが可能な方法により１冊に製本するものとする。
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（作成部数）

第１５条 事業認定申請書の作成部数は、相談用資料及び添付書類並びに参考資料等につ

いては３部とし、申請図書は起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に４を加え

た部数の写しとする。

（裁決申請図書の作成）

第１６条 受注者は、法第４０条第１項で定める裁決申請書を施行規則第１６条及び第

１７条の規定により作成するものとする。

（明渡裁決申立図書の作成）

第１７条 受注者は、法第４７条の３で定める明渡裁決申立書を建設省令第１７条の６の

規定により作成するものとする。

（参考資料の作成）

第１８条 受注者は、裁決申請図書及び明渡裁決申立図書の参考資料を調査職員の指示に

より 作成するものとする。

（作成部数）

第１９条 裁決申請書及び明渡裁決申立書の作成部数は起業地の存する市町村の数に４を

加えた部数とし、参考資料は４部とする。


